
産 建 水 道 専 門 部 会
総 務 専 門 部 会

協議細目

構　　造 管理戸数 入居戸数 構　　　　　　　造 建設年次 管理戸数 入居戸数

（クラフトビレッジ住宅）

神崎住宅 鉄骨造２階建 昭和４７年 １戸 １戸

伊往戸住宅 木造平屋建 昭和４年 １戸 １戸

※　障害者

① ①

② ②

③ ③

※ ※

①

②

③

①

②

③

　現在同居している親族がいるか又は同居しようとする親族がいること。

町営住宅

調 整 の方 針

 各種事務事業の取扱い

公営住宅については現行のとおりとし、新市においても適正な維持管理に努めるとともに、公営住宅供給の推進を図るものとする。

協　議　項　目

企画財政分科会

　産業・建設関係事業（公営住宅）

　障害の程度が１級
から４級の者等

備 考

６戸

　体験学習等の指導者として、その役割を果たすこと。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

　美山町にて定住を希望する工芸家であること。

　美山町の生涯学習等において、地域文化の向上に寄与すること。

高 富 町

基盤整備分科会

●　その他の住宅

※　高齢者

　５０歳以上の者

美 山 町

西市場住宅（サン
セイス美山）

　公営住宅の現状

名　　　称 名　　称

特定公共賃貸住宅

　公営住宅の現状

建設年次

昭和３７年
西市場住宅（サン
セイス美山）

　　該当無し

　現に住宅を必要としていること。

６戸

その他の住宅

１４戸 ７戸

　現在同居している親族がいるか又は同居しようとする親族がいること。

平成１４年４月１日現在

平成１４年４月１日現在

昭和５１年

昭和４０年

　申込者及び親族（婚約者を含む。）の過去１年間における所得税法によって算定
した年間所得金額の合計が２００，０００円以上３２２，０００円以下であること。

金池住宅 木造平屋建 １５戸 １１戸 ９戸 ９戸

　現に住宅に困っていることが明らかなこと。

　公営住宅の現状

　公営住宅法等で定められた収入基準（※）に該当すること。

町営住宅

　申込者及び親族（婚約者を含む。）の過去１年間における所得税法によって算定
した年間所得金額の合計から諸控除額を減じ、これを１２で割った額が次に掲げる
金額以下であること。

寺洞住宅 木造平屋建

鉄筋コンクリート２階建 平成５年

６戸

　公営住宅法等で定められた収入基準（※）に該当すること。

　申込者及び親族（婚約者を含む。）の過去１年間における所得税法によって
算定した年間所得金額の合計から諸控除額を減じ、これを１２で割った額が次
に掲げる金額以下であること。

　市町村税を滞納していないこと。

鉄筋コンクリート造３階建

・　一般世帯については、基準額が２００，０００円以下

平成５年

６戸

・　高齢者・障害者等（※）の世帯については、基準額が２６８，０００円以下

唐鋤住宅
簡易耐火造
２階建

●　特定公共賃貸住宅

・　高齢者・障害者等（※）の世帯については、基準額が２６８，０００円以下

入居資格

　現在同居している親族がいるか又は同居しようとする親族がいること。

　現に住宅に困っていることが明らかなこと。

入居資格

●　町営住宅 ●　町営住宅

④

・　一般世帯については、基準額が２００，０００円以下
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基盤整備分科会
企画財政分科会

協議細目 　産業・建設関係事業（公営住宅）

無し

　（家賃の算定方法）

額

３７，１００円

４５，０００円

５３，２００円

６１，４００円

７０，９００円

８１，４００円

９４，１００円

１０７，７００円

産 建 水 道 専 門 部 会
総 務 専 門 部 会

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

金池住宅
③ 　公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて１以下で国土交通大臣が定める数値の
うち、当該公営住宅に係るもの

※　公営住宅法施行令第２条第１
項第４号による利便性係数

参 考 法 令

調 整 の方 針

② 　当該公営住宅の床面積の合計（共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。）を７０㎡で除
した数値

寺洞住宅

唐鋤住宅

敷　　金

●　町営住宅

入居時の家賃の３ヵ月分

0.7

0.7

0.7

※　公営住宅法施行令第２条第１項第
４号による利便性係数

④ 　事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当
該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して０．７以上１以下で定める数値

２ 　前項の家賃算定基礎額は、下の表の左欄各項に定める入居者の収入の区分に応じてそれぞれ
右欄各項に定める額とする。

西市場住宅 1.0

伊 自 良 村

第２条 　公営住宅法第１６条第１項 の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次
に掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種
の住宅の家賃の額）とする。

① 　公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法第２条第１項 に規定
する標準地の同法第６条 の規定による公示価格その他の土地の価格を勘案して０．７以上１．６以
下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの

　原則として、毎年度、収入の申告に
より認定された収入に基づき、近傍同
種の住宅の家賃（公営住宅法施行令
第３条に規定する方法により算出した
額）以下で、公営住宅法施行令第２条
に規定する方法により算出した額

敷　　金

　原則として、毎年度、収入の申告
により認定された収入に基づき、
近傍同種の住宅の家賃（公営住宅
法施行令第３条に規定する方法に
より算出した額）以下で、公営住宅
法施行令第２条に規定する方法に
より算出した額

入居時の家賃の３ヵ月分

　公営住宅法施行令（抄）

 各種事務事業の取扱い

使用料

●　町営住宅 ●　町営住宅

使用料

美 山 町

協　議　項　目

高 富 町

●　町営住宅・特定公共賃貸住宅

３２２，０００円を超える場合

●　その他住宅

１７８，０００円を超え２００，０００円以下の場合

２００，０００円を超え２３８，０００円以下の場合

２３８，０００円を超え２６８，０００円以下の場合

２６８，０００円を超え３２２，０００円以下の場合

入居者の収入

１２３，０００円以下の場合

１２３，０００円を超え１５３，０００円以下の場合

１５３，０００円を超え１７８，０００円以下の場合
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基盤整備分科会
企画財政分科会

 各種事務事業の取扱い

所　得　区　分 （家賃）

３　略

総 務 専 門 部 会
産建 水道 専門 部会

２　認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする特
定優良賃貸住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、住宅
相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合において
は、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調
整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃
の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、
同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

⑤　特定優良賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得す
る場合に通常必要と認められる価額に１２００分の５を乗じて得た額（当該特
定優良賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当
該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に１２００分の６を乗じて得た
額のいずれか低い額を加えた額）

④　特定優良賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は
損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額

●　特定公共賃貸住宅

家　　　賃 入居者負担金

３２２，０００円を超え
４４５，０００円以下

　ホ　浴槽及びふろがまの設置工事費　１０００分の１０．８

　ニ　給湯設備設置工事費　１０００分の１５．４

　ロ　暖房設備設置工事費　１０００分の１．５

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

⑦　前各号の規定により算出した額の合計額に１００分の２を乗じて得た額

美 山 町

① 特定優良賃貸住宅の建設に要した費用（当該費用のうち、地方公共団体
の補助に係る部分を除く。）を期間３５年、利率年９パーセントで毎月元利均
等に償却するものとして算出した額

　産業・建設関係事業（公営住宅）

⑥　特定優良賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場
合においては賦課される額の月割額

協　議　項　目

高 富 町

調 整 の方 針

　原則として、法
施行規則第２０
条第１項及び第
２項に定める算
出方法に準じて
算出した額の範
囲内で、近隣の
民間の賃貸住宅
の家賃水準等を
考慮して定めた
額

　ハ　冷房設備設置工事費　１０００分の１．５

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（抄）

伊 自 良 村 参 考 法 令

８８，３００円

４４５，０００円を超え
６０１，０００円以下

●　その他住宅

協議細目

③　特定優良賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備
又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、
次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額（イ
からハに掲げる工事費にあつては、当該額に当該設備の保守に要する費用
の月割額を加えた額）

第２０条 　法第１３条第１項 の国土交通省令で定める額は、一月につき、次
に掲げる額を合計した額とする。

３２２，０００円以下 ４５，０００円

５５，０００円

７０，０００円

６０１，０００円を超えるも
の

　イ　昇降機設置工事費　１０００分の１．５

②　特定優良賃貸住宅の建設に要した費用（昇降機設置工事費、暖房設備
設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろが
まの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。）に１０００分の１．４を乗じて
得た額

１ヵ月当たり５，０００円
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